
別記様式（第３条関係）

年　　月　　日

氏名

電話

次の粗大ごみの収集運搬について那須塩原市粗大ごみ収集要綱第３条の規定により申込みをします。

また、注意事項についても確認しました。

数量 数量

マットレス(コイルスプリングなし)

イス、ソファ(コイルスプリングなし)

テーブル、机、こたつ天板

タンス(和、洋、茶タンス)

キャビネット

テレビ台

衣装ケース

鏡、鏡台

布団(20枚まで)

カーペット、ござ、敷物

自転車

収集場所（※申込者の住所と異なる場合に記入）

年　　月　　日（　　）

 1　午前９時～午前１０時３０分

 2　午前１０時３０分～正午

受付 担当者（　　 ）

【注意事項】

１　収集対象品目以外の物、事業所などから出るごみは収集運搬できません。

２　収集には立会いをお願いします。

３　ごみは収集に支障のない場所（建物の外）に出してください。

４　収集予定日時や申込品目に変更が生じた場合は、事前に御連絡ください。

５　収集作業や処分に支障を来たす場合は、申込品目を回収できない場合があります。

６　排出されたごみは、再生品として提供する場合があります。

住所　那須塩原市長　様 申込者

那須塩原市

収集時間

の区分

 ※小型家電の品目を下記に具体的に記載

ベッド

棚、ラック、ハンガーラック、

ワゴン、カラーボックス、靴箱

担

当

者

記

載

欄

粗大ごみ戸別収集申込書

収集対象品目 収集対象品目

所属

 小型家電

 (エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、

  衣類乾燥機、業務用フロン入り製品を除く。)

受

付

印



　粗大ごみ戸別収集のお申し込みに当たって、以下の注意点を確認していただき、了承ください

ますようお願い申し上げます。 

１ 収集品目について（確認） 

□  ご家庭から出たごみですか？

   → 事業所などから出るごみは収集いたしません。 

□  エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は

　ありませんか？ 

　→ 家電リサイクル法対象品は収集いたしません。 

□  スプリング入りの製品はありませんか？

　→ コイル形状のスプリングが使われているベッド、マットレス、ソファ等の製品は収集できま

　せん（※S状のスプリングの場合は収集可能です。）。

□  那須塩原クリーンセンターで処理できない処理不適物はありませんか？

　→ 業務用フロン類使用製品など　※  詳しくはお問い合わせください。 

２ 収集日当日について　 

□  当日は立会いをお願いします。 不在の場合、20 分待ってもお見えにならないときは、収集し

　ません。

□  作業員の到着時刻は当日の状況によります。お申込みいただいた「収集時間の区分」の時間帯

　の中でお伺いします。

□  粗大ごみは、建物の中からの運び出しは行いませんので、あらかじめ建物の外まで出してくだ

　さい（玄関先、庭先、駐車場など）。 

□  お申込み以外の品目、または収集に解体が伴うものは収集できません。

 　→お申込み後、品目に追加、変更などありましたら事前にご連絡ください。 

□  回収作業員が、作業上支障がでると判断したときには（積載量など）、申請品目のすべてを回

　収できない場合もあります。 

３ 再生品に関すること 

□  排出された粗大ごみは、再生品として提供する場合があります。

　問合せ先：電話番号　0287（62）7301ss

粗大ごみの戸別収集の注意点


